
都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

令和 8年 3月 24 日 

都留市長  日 向 美 徳    

 

都留市条例第 9号 

都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

都留市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和 41 年都留市条例第

5 号)の一部を次のように改正する。 

第 2条第 1項中｢613 人｣を｢555 人｣に改める。 

別表第 1 中 

｢   

 

9 人 

123 人 

124 人 

124 人 

106 人 

66 人 

61 人 
 

 

  ｣ 

を 

｢   

 

9 人 

107 人 

114 人 

114 人 

99 人 

61 人 

51 人 
 

 

  ｣ 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和 8年 4 月 1日から施行する。 


